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        作 成   又は   取 得   （条例第４条） 

 

            整    理       （条例第５条） 

①分類：「公文書の分類に関する基準」に基づき行う。 

 ②保存期間が満了したときの措置：「歴史公文書を選別するための基準」に基づき定める。 

※ 保存期間が満了したときの措置は、保存期間の満了前のできる限り早い時期に定

める（レコード・スケジュール）。 

 

            保    存       （条例第６条） 

 

                 延 長 （条例第５条第３項） 

 

       保  存  期  間  満  了         

 ① 定められている保存期間が満了したときの措置を確認 

 ② ①の確認により廃棄の措置が定められているものも歴史公文書選別基準に該当する 

ものは移管 

 ③ 教育委員会へ移管する公文書についての利用の制限に係る意見の付与 

 

 

  移  管 （条例第８条）        廃  棄 （条例第８条）  

※保存期間に応じて廃棄手続は異なる。 

【廃棄手続】 

＜１年保存＞ 

各課で文書廃棄の起案                       廃棄 

※他課への合議は不要 

＜３年・５年保存＞ 

各課で文書廃棄の起案   総務課長承認              廃棄 

＜１０年＞  

各課で文書廃棄の起案   総務課長承認   中央図書館長承認   廃棄 

＜３０年＞ 

各課で文書廃棄の起案       審議会諮問承認         廃棄 


